
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、臨床検査

技師及び看護師等が確保されていること。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な施設及び設備を有

していること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が

確保されていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための設備を有していること。 

ｄ 健診が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期

的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、

全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結

果であること。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結

果を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式により行われる

ようにすること。 

ｃ 受診者の健診結果や心電図等の健診記録が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガ

イドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン」（平成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労働省）、

「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成

１７年４月１日厚生労働省）等）等を遵守すること。 

ｅ 健診結果の電子媒体による保存等については、「医療情報システムの安全管理に関 す

るガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 健診結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供

すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できない番号を付すこ

となどにより、当該個人情報を匿名化すること。 

 

 

（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、看護師等

が質的・量的に確保されていること。 

ｂ 常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障がない場合は、健康診断

機関の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために、必要な施設及び設備

を有していること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が

確保されていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための体制を整えていること。 

ｄ 健康増進法第２５条に定める受動喫煙の防止措置が講じられていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期

的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、

全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結

果であること。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

ｄ 検査を外部から委託する場合にあたっては、委託を受けた事業者においてａ-ｃ

の措置が講じられていること 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結

果を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式に準拠して行わ

れるようにすること。 

ｃ 受診者の健診結果等が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 正当な理由がなく、その業務上知り得た健診受診者の情報を漏らしてはならな

い。 

ｅ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガ

イドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」（平成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における

 
 

21



 
 

 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労 

働省）、「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

安全管理に関するガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 医療保険者の委託を受けて健診結果を保存する場合には、「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｇ 健診結果の分析等を行うため、医療保険者の委託を受けて健診結果を外部に提供

する場合は、本来必要とされる情報の範囲に限って提供すべきであり、個人情報を

マスキングすることや個人が特定できない番号を付すことなどにより、当該個人情

報を匿名化すること。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の

向上に努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財務

基盤を有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が

委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約

において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の

向上に努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財

務基盤を有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が

委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約

において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

ｆ 次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、健康診断機関の

みやすい場所に当該規定の概要等の掲示や、ホームページ上での掲載等を通じて、

当該規程の内容を広く周知すること。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 健康診査の実施日及び実施時間 

 四 健康診断の内容及び価格その他の費用の額 

 五 通常の事業の実施地域 

 六 緊急時における対応 

 七 その他運営に関する重要事項 

ｇ 健康診断実施者に身分を証する書類を携行させ、健診受診者から求められたとき

は、これを掲示すること。 

ｈ 健康診断実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うととも

に、健康診断機関の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うこと。 

ｉ 健康診断機関について、虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

ｊ 健診受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合に

は。当該苦情の内容等を記録すること。 

ｋ 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 
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